
基づく事業を推進します。また、高齢者がその有する能力に応じて自立した生活を営むことが
できるよう、在宅医療と介護の連携推進、介護予防の推進、認知症施策の推進、健康寿命延伸施策を推進するととも
に日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケア」体制の構築をさらに推進します。

部の運営方針に対する部全体の総合評価
〇国民健康保険事業は、被保険者が必要な医療を安心して受けられるように健全運営を目指し、保険税収納率の向上
に取り組むとともに医療費の適正化に努めます。特に、第２期データヘルス計画に基づいた保健事業を推進し、被保 第５次健康福祉総合計画の計画期間が平成３１年度で終了することから
険者の健康増進に努めます。また、国民健康保険の広域化においては、県も保険者となったことから、県と連携し円 「地域がつながりみんなで「考え」互いに「支え合い」誰もが「受けと
滑な運用が図れるよう対応します。 められる」まちづくりを新たに基本理念に加え我孫子市第６次健康福祉
〇後期高齢者医療制度についても被保険者が安心して医療を受けられるよう、千葉県後期高齢者医療広域連合と連携 総合計画（令和２年度から令和６年度）を策定しました。
を図りながら、きめ細やかな対応や情報提供に

様

努めます。 また、医療

式

・福祉の各分野の事業

第

を実施し、概ね目標を

１

達成することが
〇地域

号

で支え合う福祉コミュ

部

ニティづくりを推進し

の

、新たな自殺対策計画

運

に基づき、自殺対策に

営

取り組むとともに、 で

方

きました。
孤立死対策

針

に引き続き取り組みま

・

す。
〇生活困窮者施策

課

は、生活困窮者自立支

の

援法に基づき、生活困

目

窮者への相談支援に取

標

り組むとともに事業の

設

拡充を図
ります。また

定

、生活保護受給者への

書

自立等の支援について

(

も継続して取り組みま

平

す。

課コード 01 課　

成

名 社会福祉課 課長名 三

3

澤　直洋

２．課の目標

1

（部の運営方針を受け

年

て課の取組方針を記入

度

） 部の運営方針に対す

)

る課の目標への取組結

部

果

○誰もが生涯をとお

コ

して健康で自立した生

ー

活をおくれるまちづく

ド

りを進めるため、関係

0

各課や関係機関と連携

5

を図り ・新たに我孫子

部

市第６次健康福祉総合

　

計画（令和２年度から

名

令和６年度
ながら、第

健

５次健康福祉総合計画

康

の推進と進行管理に努

福

めます。 ）を策定しま

祉

した。
・市民からの生

部

活相談に対し、適切な

部

福祉情報の提供や相談

長

支援等を行います。 ・

名

生活困窮者や生活保護

松

受給者に対し継続して

谷

相談に取り組み、それ

浩

ぞ
・生活保護制度の適

光

正な執行に努めていき

１

ます。 れの抱える課題

．

を把握し、問題解決に

部

つなげました。
・民生

の

委員、児童委員との連

運

携を密にし、孤立死防

営

止対策や新たな自殺対

方

策計画に基づいた取り

針

組みを進めます。 ・民

(

生委員児童委員や市内

予

事業者と連携し、孤立

算

死防止に努めました。

編

・成年後見制度を充実

成

するため、市民後見人

・

の養成に取り組んでい

実

きます。 ・子どもの学

施

習支援については、学

計

習支援ネットワークで

画

協議をしなが
・社会福

策

祉法人の適正な運営を

定

確保するため、指導監

方

査を実施して必要な指

針

導・助言を行います。

な

ら教室の増加など体制

ど

の充実を促すことが出

を

来ました。
・生活困窮

踏

者自立支援法に基づき

ま

、生活困窮者への相談

え

に継続して取り組み、

て

自立を支援していきま

、

す。また、子ど
　も学

基

習支援の支援体制を充

本

実させていきます。
・

計

けやきプラザ１１階に

画

ついて、活用方針に基

の

づき対応していく。

３

分

．課の目標を達成する

野

上での課題と対応（人

別

員の配置、組織のあり

計

方など）

・生活保護受

画

給者の増加が見込まれ

や

るため、生活困窮者へ

重

の対応をより丁寧に行

点

い、他法他施策の活用

ﾌ

を十分に検討
していく

ﾟ

。
・関係機関との連携

ﾛ

をより強化していくこ

ｼ

とができるよう留意し

ﾞ

ていく。

４．原因分析

ｪ

・改善策

（課長） （部

ｸ

長）
生活相談の件数及

ﾄ

び相談内容の重複件数

、

は、前年度に比べ減少

所

しました。しかしDV

管

相談を含む家 平成27

に

年度に施行された生活

係

困窮者自立支援制度の

る

中で包括的に相談を受

部

けており、相談件数は

の

族問題に関する相談が

運

占める割合は依然とし

営

て高く、生活保護の相

方

談に繋がる件数は増え

針

ていま 依然として年間

に

2,000件前後とな

対

っています。引き続き

す

相談内容を適切に聞き

る

取り、問題解決に
す。

課

就労支援員の増員を行

の

い、引き続き就労自立

目

を目指した支援を行っ

標

ていきます。 向けた支

へ

援、助言が行えるよう

の

留意していきます。

５

取

．課の目標を達成する

組

ために取り組む事務事

結

業

事務事業名（個別事

果

業） 重プ 施策 指標 単位

　

現況値 目標値 実績値 達

　

成率(％) 評価該当 コ

分

ード

1 福祉相談の実施

野

重無 34004 生活相

別

談の解決割合 ％ 70 7

基

3 70 95.89 現状

本

2 保健福祉サービスの

計

苦情解決制度運営 重無

画

34004 保健福祉サ

の

ービス調整委員への苦

目

情の申立て件数 件 0 1

標

0 0 現状

3 成年後見制

を

度利用の支援 重無 33

考

204 市民後見人養成

慮

講座の受講者数 人 5 1

し

5 5 33.33 現状

4

て

生活保護事業 重無 34

、

004 就職による保護

部

が廃止となった世帯数

の

世帯 7 25 7 28 現状

目

5 健康福祉総合計画の

標

策定及び進行管理 重無

を

83102 事前評価に

達

おける主要施策の実施

成

率（実施された施策数

す

／施策数 ％ 100 10

る

0 3 3 現状

6 社会福祉

た

協議会支援事業 重５ 3

め

2001 社会福祉協議

の

会のボランティア登録

方

者数 事業 6,259 6

針

,200 6,259 1

を

00.95 現状

7 人権

記

相談・啓発 重５ 320

入

01 相談者に対して確

)

実に対応する対応率 ％

◎

100 100 100 1

第

00 現状

8 社会福祉事

三

業業務委託 重５ 320

次

01 援助業務委託の執

基

行率　１００％ ％ 89

本

.7 100 89.7 8

計

9.7 現状

9 民生委員

画

推薦 重５ 32001 定

の

員充足推薦割合 ％ 89

重

.7 100 89.7 8

点

9.7 現状

10 福祉バ

施

ス運行 重５ 32001

策

福祉バスの使用率 ％ 4

「

7.7 53 47.7 9

誰

0 現状

もが生涯をとおして、健康で自立した生活を安心しておくれるまちづくり」を推進 新たな自殺対策計画に基づき自殺対策に取り組み、民生委員や企業と連
するため、第５次健康福祉総合計画及び各部門の計画に基づき、施策や事業に取り組みます。 携し孤立死対策に取り組みました。生活困窮者や生活保護受給者への相
〇健康・医療施策は、生涯を健康に過ごすために、健康づくり・食育・歯と口腔の各種計画を統合した「第２次心も 談支援に取り組み、生活困窮者自立支援制度や生活保護自立支援プログ
身体も健康プラン」に基づく各種事業を推進します。特に、病気の原因となる危険因子の一次予防を重要な取組とし ラムを活用し、就労自立につなげました。
て位置付け、「自ら取り組む、みんなで続ける健康づくり」を基本理念とし、健康寿命を延ばすことができる支援事
業を推進します。医療施策については、いつでも身近に医療を受けられる体制の整備充実に向けて引き続き取り組み
ます。
〇障害者施策は、障害者が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活ができるように、第２期障害者プラン（「障害
者計画」・「第５期障害福祉計画」）に基づく事業を推進します。特に、ＮＰＯ法人や社会福祉法人等の関係機関と
連携し、障害者の日中活動の場及び生活の場の拡充に向けた取り組みを推進するとともに、相談支援体制の充実を図
ります。さらに、障害者の成年後見制度利用促進に向けた取り組みを行い、権利擁護事業の推進を図ります。
〇高齢者施策は、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、「第７期介護保険事業計画・第８次高
齢者保健福祉計画」に



ン

004 研修会等に参加

タ

して、自殺予防（対策

ー

）に関する知識を高め

の

た人 ％ 100 100 1

運

00 100 現状

営管

26 社会福祉法人の法

理

人運営に対する指導監

重

査 重５ 32001 前回

５

の指摘事項が改善され

3

ている社会福祉法人数

2

/監査を実施し ％ 10

0

0 100 100 100

0

現状

1

27 骨髄移

根

植ドナー支援事業 重５

戸

32001 骨髄等の提

福

供件数 件 1 2 1 50 現

祉

状

セ

28 生活困窮

ン

者自立支援事業 重無 3

タ

4004 生活困窮状態

ー

からの自立件数 ％ 80

施

100 80 80 現状

設、設備の管理達成率 ％ 100 100 100 100 現状

12 被災者援護 重無 34004 被災者に

５

対して見舞金の支給率

．

％ 100 100 100

課

100 現状

の

13

目

日本赤十字社の援護 重

標

５ 32001 多くの市

を

民に献血等に協力して

達

もらうことにより赤十

成

字活動に参 人 1,21

す

7 2,000 1,21

る

7 60.85 現状

ため

14 原子爆弾被爆者

に

見舞金支給 重無 340

取

04 申請者への支給率

り

％ 100 100 100

組

100 現状

む

15

事

戦没者追悼式 重無 00

務

000 戦没者追悼式へ

事

の参列者数 人 65 10

業

5 65 61.9 現状

事務

16 戦没者遺族へ

事

の特別弔慰金取扱い 重

業

無 00000 請求取扱

名

い率 ％ 100 100 1

（

00 100 現状

個別

17 福祉有償運送運営

事

協議会事業 重無 332

業

03 福祉有償運送登事

）

業所登録数 団体 6 6 6

重

100 現状

施

18

施

DV相談 重無 4200

策

2 相談者に対して確実

指

に対応する対応率 ％ 1

標

00 100 100 10

単

0 現状

位

19 生活

現

保護費給付事務 重無 3

況

4004 生活保護費支

値

給率（実際支給した世

目

帯／支給すべき世帯）

標

％ 100 100 100

値

100 現状

実

20

績

生活一時資金貸付基金

値

制度未償還金の回収事

達

務 重無 34004 未償

成

還金の回収率 ％ 7.2

率

10 7.2 72 現状

(％

21 中国残留邦人

)

生活支援給付事務 重無

評

34004 中国生活支

価

援費支給世帯数（実際

該

支給した世帯／支給す

当

べき世帯 世帯 4 4 4 1

コ

00 現状

ー

22 社

ド

会を明るくする運動 重４ 52302 啓発活動情報提供者数 人 500 500 500 100 現状

23 原爆被爆平和記念式典の開催と平和の記念碑の維持管理 重無 00000 祈念式典参加者数 人 140 150 140 93.33 現状

24 行旅

1

死亡人の取扱い 重無 0

1

0000 行旅死亡人等

根

の親族等引取り率 ％ 8

戸

0 100 80 80 現状

福祉

25 自殺対策事

セ

業の進行管理 重無 34



間に生まれた
連携し、障害者の日中活動の場及び生活の場の拡充に向けた取り組みを推進するとともに、相談支援体制の充実を図 男性を対象に、風しん抗体検査及び風しん予防接種を実施しました。医
ります。さらに、障害者の成年後見制度利用促進に向けた取り組みを行い、権利擁護事業の推進を図ります。 療施策では、休日診療所の適切な運営、二次救急医療体制や小児救急受
〇高齢者施策は、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、「第７期介護保険事業計画・第８次高 け入れなど救急医療体制の維持確保を図りました。また、災害医療救護
齢者保健福祉計画」に基づく事業を推進します。また、高齢者がその有する能力に応じて自立した生活を営むことが 活動推進のため、救護所1か所に循環備蓄等を配備し、８か所のうち３
できるよう、在宅医療と介護の連携推進、介護予防の推進、認知症施策の推進、健康寿命延伸施策を推進するととも か所に配備を完了しました。
に日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケア」体制の構築をさらに推進します。

部の運営方針に対する部全体の総合評価
〇国民健康保険事業は、被保険者が必要な医療を安心して受けられるように健全運営を目指し、保険税収納率の向上
に取り組む

様

とともに医療費の適正

式

化に努めます。特に、

第

第２期データヘルス計

１

画に基づいた保健事業

号

を推進し、被保 第５次

部

健康福祉総合計画の計

の

画期間が平成３１年度

運

で終了することから
険

営

者の健康増進に努めま

方

す。また、国民健康保

針

険の広域化においては

・

、県も保険者となった

課

ことから、県と連携し

の

円 「地域がつながりみ

目

んなで「考え」互いに

標

「支え合い」誰もが「

設

受けと
滑な運用が図れ

定

るよう対応します。 め

書

られる」まちづくりを

(

新たに基本理念に加え

平

我孫子市第６次健康福

成

祉
〇後期高齢者医療制

3

度についても被保険者

1

が安心して医療を受け

年

られるよう、千葉県後

度

期高齢者医療広域連合

)

と連携 総合計画（令和

部

２年度から令和６年度

コ

）を策定しました。
を

ー

図りながら、きめ細や

ド

かな対応や情報提供に

0

努めます。 また、医療

5

・福祉の各分野の事業

部

を実施し、概ね目標を

　

達成することが
〇地域

名

で支え合う福祉コミュ

健

ニティづくりを推進し

康

、新たな自殺対策計画

福

に基づき、自殺対策に

祉

取り組むとともに、 で

部

きました。
孤立死対策

部

に引き続き取り組みま

長

す。
〇生活困窮者施策

名

は、生活困窮者自立支

松

援法に基づき、生活困

谷

窮者への相談支援に取

浩

り組むとともに事業の

光

拡充を図
ります。また

１

、生活保護受給者への

．

自立等の支援について

部

も継続して取り組みま

の

す。

課コード 03 課　

運

名 健康づくり支援課 課

営

長名 根本　久美子

２．

方

課の目標（部の運営方

針

針を受けて課の取組方

(

針を記入） 部の運営方

予

針に対する課の目標へ

算

の取組結果

・「第２次

編

心も身体も健康プラン

成

」に基づき、健康づく

・

り、食育、歯と口腔の

実

健康づくりを一体的に

施

推進します。 〇「第２

計

次心も身体も健康プラ

画

ン」の中間評価を実施

策

ました。今後は中
・健

定

康寿命を延ばすために

方

、病気の原因となる危

針

険因子を予防・改善す

な

る「一次予防」を最も

ど

重要な取り組みとして

を

間評価の結果を踏まえ

踏

、生活習慣の改善や疾

ま

病予防等の一次予防を

え

重点
位置づけ、より多

て

くの市民に健康に関す

、

る啓発を図ります。　

基

的に取り組んでいきま

本

す。
・特定健診の受診

計

率の向上に努めると共

画

に、特定保健指導の実

の

施率の向上を図ります

分

。併せて健康増進法に

野

基づくが 〇特定健診の

別

受診率向上に向けて、

計

引き続き市独自の検査

画

や未受診者へ
ん検診の

や

受診体制やポピュレー

重

ションアプローチを充

点

実させます。 の受診勧

ﾌ

奨を行い、集団健診も

ﾟ

実施、受診期間を１か

ﾛ

月延長しました。
・母

ｼ

子保健事業は、生後４

ﾞ

か月までの新生児・乳

ｪ

児全戸訪問や産後のケ

ｸ

ア等を推進するととも

ﾄ

に、関係機関との連携

、

各集団検診では、ちば

所

電子申請システムを利

管

用した受診申し込みの

に

継続
を密にし、妊娠か

係

ら出産、子育てまでの

る

切れ目ない支援を図り

部

ます。  、検診申込

の

時に希望日を受け付け

運

ることを実施するなど

営

受診しやすい体
・救急

方

医療体制は、市内救急

針

病院及びＪＡとりで総

に

合医療センターと協定

対

を結び、休日・夜間の

す

救急医療体制の充実 制

る

を目指して取り組みま

課

した。また、特定保健

の

指導の実施率向上に向

目

け
を図ります。また、

標

初期的な診療が受けら

へ

れる休日診療所を適切

の

に運営します。 て、利

取

用勧奨などを行いまし

組

た。さらに胃がん検診

結

において、胃内視鏡
・

果

「第２次心も身体も健

　

康プラン」の進行管理

　

を行い、健康づくりを

分

推進します。 検査を導

野

入しました。
・予防接

別

種の接種率向上をめざ

基

します。さらに、イン

本

フルエンザ等の感染症

計

の予防啓発を徹底しま

画

す。 〇歯と口腔の健康

の

づくりを推進するため

目

、６０２４歯科健康診

標

査を実施
・狂犬病予防

を

の見地から、畜犬登録

考

を推進します。 しまし

慮

た。また幼児のむし歯

し

を予防し、健やかな成

て

長を促すとともに、
・

、

専用水道等の管理等に

部

ついて、安全で衛生的

の

な水が安定して供給で

目

きるよう設置者に指導

標

を行います。 歯科保健

を

に対する意識の向上を

達

図ることを目的に、フ

成

ッ素洗口事業を保
育園

す

・幼稚園・子ども園の

る

１７園で実施しました

た

。
〇母子保健事業は、

め

産婦健診を実施し、産

の

後ケアに繋げるなど妊

方

娠期か
ら子育て期への

針

切れ目ない支援を実施

を

しました。妊婦健診、

記

生後４か月
までの新生

入

児等等全戸訪問、幼児

)

の集団健診等を実施し

◎

ました。
〇医療体制で

第

は、小児救急や休日・

三

夜間の救急医療の２次

次

救急患者の受
入れ先を

基

３６５日確保し、３医

本

師会の協力のもと日祝

計

祭日・年末年始の
休日

画

診療所運営体制が維持

の

できたことにより、市

重

民が身近な地域で医療

点

を受診できる体制を提

施

供できました。また、

策

災害時医療救護活動推

「

進の
ため、救護所１か

誰

所に備蓄医薬品等を配

も

備し、初動体制の充実

が

・強化を
図りました。

生

〇ロタウイルスワクチ

涯

ンや小児のインフルエ

を

ンザ予防接種の対象の

と

子ど
もを持つ親に対し

お

、任意予防接種費用の

し

一部を助成し、発病・

て

重症化予
防を図りまし

、

た。また、風しんの患

健

者数が増加しており、

康

公的な予防接
種をうけ

で

る機会がなかった昭和

自

３７年４月２日から昭

立

和５４年４月１日
の間

し

に生まれた男性を対象

た

に、風しん抗体検査及

生

び風しん予防接種を実

活

施しました。
〇畜犬登

を

録においては、獣医師

安

会と協力関係を保ち、

心

未接種の飼い主に
勧奨

し

を行い接種率を高める

て

ことで狂犬病の予防を

お

図りました。
〇専用水

く

道の管理について、安

れ

全で衛生的な水が安定

る

して供給できるよ
３．

ま

課の目標を達成する上

ち

での課題と対応（人員

づ

の配置、組織のあり方

く

など）
う全ての専用水

り

道設置者に立ち入り検

」

査、指導等を行いまし

を

た。
市民の健康寿命延

推

伸に向けた計画推進は

進

もとより、市民から寄

健

せられる複雑な相談に

康

対する対応、権限移譲

施

事務、法
定外の接種を

策

含めた予防接種の複雑

で

化など事務量が増加し

は

ている。さらには、マ

、

イナンバー制度への対

「

応や国保デー
タヘルス

第

計画推進への協力など

2

職員の負担が増してい

次

る。このとから専門職

心

（保健師）の増員検討

も

は、重要な課題で
ある

身

。同時に職員の健康管

体

理については、一層配

も

慮しなければならない

健

。さらに、育児短縮勤

康

務等の職員が多く配置

プ

されていることから、

ラ

引き続き効率的、効果

ン

的に事業を推進してい

」

くことも課題である。

に

４．原因分析・改善策

5

（課長） （部長）
市民

年

の健康寿命延伸に向け

目

た計画推進を図るため

を

、職員同士での情報共

迎

有を行い、職員個々の

え

レ 「誰もが生涯をとお

、

して、健康で自立した

中

生活を安心しておくれ

間

るまちづくり」を実現

評

するため
ベルアップを

す

図り、関係課、関係団

る

体とも連携をとりなが

た

ら、効率的に業務を推

め

進していきます 、課の

、

目標に掲げた事業を引

第

き続き着実に実施して

５

いきます。事業を実施

次

する中で、問題点や課

健

。職員の健康管理につ

康

いては、一層配慮して

福

いきます。また、総務

祉

課等に専門職の増員要

総

望の行 題を常に把握し

合

、改善を図りながら推

計

進していきます。
って

画

いきます。

５．課の目

及

標を達成するために取

び

り組む事務事業

事務事

各

業名（個別事業） 重プ

部

施策 指標 単位 現況値 目

門

標値 実績値 達成率(％

の

) 評価該当 コード

1 ４

計

か月児相談 重４ 311

画

04 育児不安の軽減・

に

解消率 ％ 98.1 10

基

0 99.4 99.4 現

づ

状

2 しあわせママパパ

き

学級 重４ 31104 妊

、

娠・出産・育児に関す

施

る知識を高めた人の割

策

合 ％ 100 100 98

や

.9 98.9 現状

3 子

事

育て相談（心理相談）

業

重４ 31104 育児不

に

安の軽減・解消率 ％ 1

取

00 100 100 10

り

0 現状

4 後期離乳食教

組

室 重４ 31104 離乳

み

食に関する知識を得た

ま

人の割合 ％ 98.2 1

す

00 100 100 現状

。

5 新生児・妊産婦等訪

価

問指導事業 重４ 311

を

04 訪問希望者への訪

実

問率 ％ 100 100 0

施

0

6 新生児・妊産婦等

し

訪問指導事業 重４ 31

ま

104 訪問希望者への

し

訪問率 ％ 100 100

た

100 100 現状

7 新

。

生児・妊産婦等訪問指

今

導事業 重４ 31104

後

訪問希望者への訪問率

は

％ 100 100 100

中

100

8 新生児・妊産

間

婦等訪問指導事業 重４

評

31104 訪問希望者

価

への訪問率 ％ 100 1

の

00 0 0 現状

9 母子健

結

康手帳の交付 重４ 31

果

104 妊娠早期（妊娠

を

周期11週まで）交付

踏

率 ％ 89 89 92 10

ま

3.37 現状

10 育児

え

相談 重４ 31104 育

、

児不安の軽減・解消率

健

％ 98 98 100 10

康

2.04 現状

づくりの推進
〇健康・医療施策は、生涯を健康に過ごすために、健康づくり・食育・歯と口腔の各種計画を統合した「第２次心も に取り組んでいきます。特定健診やがん検診では、引き続き市独自の検
身体も健康プラン」に基づく各種事業を推進します。特に、病気の原因となる危険因子の一次予防を重要な取組とし 査や未受診者への受診勧奨を行い、受診率向上に向けて取り組みました
て位置付け、「自ら取り組む、みんなで続ける健康づくり」を基本理念とし、健康寿命を延ばすことができる支援事 。母子保健においては、妊娠・出産・子育てまでの切れ目ない支援に努
業を推進します。医療施策については、いつでも身近に医療を受けられる体制の整備充実に向けて引き続き取り組み め、予防接種においても任意接種への一部費用助成を継続して行い、子
ます。 育て世代の経済的負担の軽減と感染症の予防に努めました。
〇障害者施策は、障害者が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活ができるように、第２期障害者プラン（「障害 　また、風しんの患者数が増加しており、公的な予防接種をうける機会
者計画」・「第５期障害福祉計画」）に基づく事業を推進します。特に、ＮＰＯ法人や社会福祉法人等の関係機関と がなかった昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日の



重４

28 肝炎ウイル

3

ス検診 重５ 31101

1

受診率 ％ 5.4 5.4

1

3.5 64.81 現状

04

29 肝炎ウイル

離

ス検診 重５ 31101

乳

受診率 ％ 5.4 5.4

食

3.5 64.81 現状

に関

30 肝炎ウイル

す

ス検診 重５ 31101

る

受診率 ％ 5.4 5.4

知

3.5 64.81 現状

識を

31 肺がん検診

得

重５ 31101 受診率

た

％ 17.9 27 6.7

人

24.81 現状

の割

32 胃がん検診 重５ 3

合

1101 受診率 ％ 17

％

.8 19.8 5.6 2

9

8.28 現状

9

3

.

3 骨粗しょう症検診 重

5

５ 31101 受診率 ％

1

9.2 10 4.9 49

0

現状

0

34 ２歳８

1

か月児歯科健康診査 重

0

４ 31104 受診率 ％

0

75.6 76 73.5

1

96.71 現状

00

35 ５歳児健康診査 重

現

４ 31104 受診率 ％

状

76.6 70 79.9 114.14 現状

36 ６０２４歯科健診 重５ 31101 行動変容率 ％ 65.5 60 68.4 114 現状

37 健康づくり推進員及び食生活改善推進員活動の充実 重５ 31103 健康づくり推進員啓発活動延べ人数 人 110 150 102

1

68 現状

2

38 健

予

康フェア 重５ 3110

防

3 健康への意識を高め

接

た人の割合 ％ 96 95

種

100 105.26 現

事

状

業

39 市民団体

重

・自主活動支援（一般

無

健康教育・出前講座・

3

地域活動支援 重５ 31

1

103 満足度 ％ 100

1

100 100 100 現

0

状

2

40 市民歯科

接

健診・親子歯科相談 重

種

５ 31103 受診者数

率

・相談者数 人 200 2

％

50 178 71.2 現

9

状

6

41 第２次心

.

も身体も健康プランの

5

推進 重５ 31103 健

9

康プランに位置づけた

8

目標指標が改善した事

9

業割合 ％ 69.4 65

5

64.1 98.62 現

.

状

５

9

42 訪問活動

9

重５ 31103 訪問希

7

望者への訪問率 ％ 10

.

0 100 100 100

8

現状

6

43 特定疾

現

病療養者見舞金支給事

状

業 重５ 31103 見舞金支給人数 人 768 900 843 93.67

．

縮小

44 電話・来所相談 重５ 31103 電話・来所相談対象者に対する実施率 ％ 100 100 100 100 現状

45 ６０２４運動普及啓発活動 重５ 31103 歯科保

課

健・口腔衛生の理解度

1

％ 85.2 85 75.

3

8 89.18 現状

高齢

46 休日診療所の運

者

営 重３ 31201 休日

イ

診療所利用者を適切に

ン

診療した割合 % 100

フ

100 100 100 現

ル

状

の

エ

47 小児救急

ン

医療整備事業 重３ 31

ザ

201 苦情なく受診で

等

きた割合（受診件数-

予

苦情件数）/受診件数

防

% 100 100 100

接

100 現状

種

48

重

第二次救急医療整備事

無

業 重３ 31201 苦情

目

3

なく受診できた割合（

1

受診件数－苦情件数/

1

受診件数） ％ 100 1

0

00 100 100 現状

2 接

49 産後ケア事

種

業 重４ 31104 利用

率

者満足度 ％ 100 10

％

0 98.6 98.6 現

4

状

標

4

50 狂犬病予

5

防接種事業 重無 311

0

02 狂犬病予防接種率

4

％ 80.2 82 80.

6

2 97.8 現状

.7

51 手賀沼ふれあいウ

9

オーク 重５ 31103

3

参加人数 人 326 40

.

0 326 81.5 現状

を

4 現

52 保健センタ

状

ーの運営 重３ 31201 適切に開所された日数 日 275 275 275 100 現状

53 ホールボディカウンタ測定及び甲状腺検査費用助成事業 重無 12

達

201 健康への影響に対する不安の軽減ができた者の割合 % 0 80 75 93.75 現状

54 専用水道・簡

1

易専用水道・小規模水

4

道の管理等指導事業 重

１

３ 62301 基準を満

歳

たしている専用水道施

成

６

設の割合 % 100 10

か

0 100 100 現状

月児

55 特定不妊治療

健

費の助成 重４ 3110

康

4 特定不妊治療費助成

診

件数 件 108 115 1

査

16 100.87 現状

重４

56 我孫子市脳

す

3

ドック事業 重５ 311

1

03 受診者数（現状値

1

は平成29年対象者で

0

あり、受診した数） 人

4

836 900 842 9

受

3.56 現状

診

5

率

7 フッ素洗口事業 重４

％

31104 実施者数（

9

希望者数） 人 423 4

る

2

60 433 94.13

.

現状

5

58 小児等

9

任意予防接種費用助成

4

事業 重無 31102 接

9

種者件数（延べ件数）

2

件 11,958 15,

.

820 13,504 8

5

5.36 現状

9

た

8.4 現状

め

15

に

３歳児健康診査 重４ 3

取

1104 受診率 ％ 89

り

88 88.2 100.

組

23 現状

む

16 乳

事

がん検診 重５ 3110

務

1 受診率 ％ 28.4 3

事

5.9 25.6 71.

業

31 現状

事

17 健

務

康管理システム開発・

事

運営 重５ 31101 母

業

子・成人事業における

名

職員のシステム利用に

（

おける満足度 ％ 81.

個

2 85 83.2 97.

別

88 現状

事

18 前

業

立腺がん検診 重５ 31

）

101 受診率　　 ％ 2

重

8.2 30.2 13.

施

4 44.37 現状

施策

19 口腔がん検診 重

指

５ 31101 受診者数

標

人 327 300 297

単

99 現状

位

20 大

現

腸がん検診 重５ 311

況

01 受診率 ％ 18.5

値

27.3 17.7 64

目

.84 現状

標

21

値

妊婦・乳児健康診査 重

実

４ 31104 受診率 ％

績

89.9 93 94.4

値

101.51 現状

達成

22 妊婦歯科健康診

率

査 重４ 31104 受診

(

者数 人 108 120 9

％

4 78.33 現状

) 評

23 子宮頸がん検診

価

重５ 31101 受診率

該

％ 26.8 28.8 2

当

0.6 71.53 現状

コー

24 学生指導 重

ド

４ 31104 保健行政の取り組みに対する理解度 ％ 100 100 100 100 現状

25 特定健診・特定保健指導等事業 重５ 31101 特定健診の受診率 ％ 36 39 35.4 90.77 現状

26 結核・肺がん検診 重５ 31101 受診率

1

％ 17.9 34.4 1

1

6.4 47.67 現状

離乳

27 肝炎ウイル

食

ス検診 重５ 31101

教

受診率 ％ 5.4 5.4

室

3.5 64.81 現状



第８次高
齢者保健福祉計画」に基づく事業を推進します。また、高齢者がその有する能力に応じて自立した生活を営むことが
できるよう、在宅医療と介護の連携推進、介護予防の推進、認知症施策の推進、健康寿命延伸施策を推進するととも
に日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケア」体制の構築をさらに推進します。

部の運営方針に対する部全体の総合評価
〇国民健康保険事業は、被保険者が必要な医療を安心して受けられるように健全運営を目指し、保険税収納率の向上
に取り組むとともに医療費の適正化に努めます。特に、第２期データヘルス計画に基づいた保健事業を推進し、被保 第５次健康福祉総合計画の計画期間が平成３１年度で終了することから
険者の健康増進に努めます。また、国民健康保険の広域化においては、県も保険者となったことから、県と連携し円 「地域がつながりみんなで「考え」互いに「支え合い」誰もが「受けと
滑な運用が図れるよう対応します。 められる」まちづくりを新たに基本理念に加え我孫子市第６次健康福祉
〇後期高齢者医療制度についても被保険者が安心して医療を受けられるよう、千葉県後期高齢者医療広域連合と連携 総合計画（令和２年度から令和６年度）を策定しました。
を図りながら、

様

きめ細やかな対応や情

式

報提供に努めます。 ま

第

た、医療・福祉の各分

１

野の事業を実施し、概

号

ね目標を達成すること

部

が
〇地域で支え合う福

の

祉コミュニティづくり

運

を推進し、新たな自殺

営

対策計画に基づき、自

方

殺対策に取り組むとと

針

もに、 できました。
孤

・

立死対策に引き続き取

課

り組みます。
〇生活困

の

窮者施策は、生活困窮

目

者自立支援法に基づき

標

、生活困窮者への相談

設

支援に取り組むととも

定

に事業の拡充を図
りま

書

す。また、生活保護受

(

給者への自立等の支援

平

についても継続して取

成

り組みます。

課コード

3

04 課　名 障害福祉支

1

援課 課長名 小池　斉

２

年

．課の目標（部の運営

度

方針を受けて課の取組

)

方針を記入） 部の運営

部

方針に対する課の目標

コ

への取組結果

・障害が

ー

あっても、住み慣れた

ド

地域で自分らしく、安

0

心して暮らし続けるこ

5

とができるよう、福祉

部

部門の基本方針を 平成

　

３０年度から３か年の

名

第２期障害者プランに

健

基づき、施策の推進を

康

定めた「第5次健康福

福

祉総合計画」に基づい

祉

て施策や事業を着実に

部

実施していきます。 し

部

ました。
・平成30年

長

度から新たに策定した

名

、障害者のための施策

松

に関する基本的な事項

谷

を定めた「第2期我孫

浩

子市障害者プラ グルー

光

プホーム、短期入所、

１

相談支援事業を併設す

．

る施設の建設費補助
ン

部

」(障害者基本法に基

の

づく障害者計画と障害

運

者総合支援法に基づく

営

第5期障害福祉計画を

方

一体的に策定した計画

針

）に 金の交付を行い、

(

地域生活支援拠点事業

予

の充実を図りました。

算

基づき、施策や事業を

編

推進していきます。 日

成

中活動の場を充実させ

・

るため、地域活動支援

実

センターから就労継続

施

支
・身近できめ細かな

計

相談支援を行うため、

画

市内5カ所の民間相談

策

支援事業所と、より緊

定

密な連携を図り、相談

方

支援サ 援センターB型

針

への移行促進のため補

な

助金を交付しました。

ど

ービスを一層充実させ

を

ていきます。
・障害の

踏

ある方が地域で活き活

ま

きとした生活を送るこ

え

とができるよう、引き

て

続き、社会福祉法人や

、

ＮＰＯ法人等の民
間団

基

体との協力体制により

本

、日中活動の場や生活

計

の場の確保と充実に努

画

めます。特に障害を持

の

つ方を介護する者の高

分

齢化に伴い、グループ

野

ホームの施設整備をす

別

るための支援を充実し

計

ていきます。
・指定の

画

権限移譲を受けた居宅

や

介護、共同生活援助、

重

短期入所等の事業所に

点

ついて、専門的・技術

ﾌ

的支援を行うとと
もに

ﾟ

、安定的な運営が継続

ﾛ

できるよう支援してい

ｼ

きます。
・障害者の成

ﾞ

年後見制度利用促進に

ｪ

むけた取り組みを行い

ｸ

、権利擁護事業の推進

ﾄ

を図ります。

３．課の

、

目標を達成する上での

所

課題と対応（人員の配

管

置、組織のあり方など

に

）

・障害者の増加や、

係

多様化、複雑化、専門

る

化する相談に対し、よ

部

り身近な地域でいつで

の

も相談できる体制を確

運

立して
いく必要がある

営

ことから、民間の相談

方

支援事業所と連携をよ

針

り一層充実していきま

に

す。
・施設整備では、

対

厳しい財政状況から、

す

社会福祉法人やＮＰＯ

る

法人などの民間活力を

課

導入する必要があるた

の

め、民間
と行政との連

目

携を図ると共に財政的

標

な支援を行います。

４

へ

．原因分析・改善策

（

の

課長） （部長）
年々増

取

加が続いている精神障

組

害者の支援を充実させ

結

るため、市において相

果

談業務に従事する職員

　

精神障害者にも対応し

　

た地域包括支援事業に

分

ついて、圏域での協議

野

を進めると共にを市と

別

して事
を強化する必要

基

があります。また、精

本

神障害に特化した生活

計

・就労の支援や訓練の

画

場の充実が必 業を推進

の

するため、市と民間事

目

業所が連携して推進し

標

ていく必要があります

を

。
要なため、精神障害

考

に特化した地域活動支

慮

援センターを就労継続

し

支援B型事業への移行

て

を促進し
ていきます。

、

５．課の目標を達成す

部

るために取り組む事務

の

事業

事務事業名（個別

目

事業） 重プ 施策 指標 単

標

位 現況値 目標値 実績値

を

達成率(％) 評価該当

達

コード

1 グループホー

成

ム等入居者家賃の助成

す

重５ 33302 家賃助

る

成者／グループホーム

た

・生活ホーム入居（家

め

賃助成対象） ％ 100

の

100 100 100 現

方

状

2 コミュニケーショ

針

ン支援事業 重５ 333

を

02 利用者数／利用申

記

請者数 ％ 90 100 9

入

0 90 現状

3 総合支援

)

法認定審査会の運営 重

◎

５ 33302 適切な審

第

査率（決定件数/申請

三

件数） ％ 100 100

次

100 100 現状

4 障

基

害者手帳等の交付事務

本

重５ 33302 適正な

計

事務処理（進達数／申

画

請者数） ％ 100 10

の

0 100 100 現状

5

重

心身障害者扶養年金事

点

務 重５ 33302 事務

施

処理率（事務処理件数

策

／処理すべき事務数）

「

％ 100 100 100

誰

100 現状

6 心身障害

も

者通所交通費の助成 重

が

５ 33302 対象者へ

生

の助成率（交通費助成

涯

者数／交通費助成対象

を

者数） ％ 100 100

と

100 100 現状

7 心

お

身障害者（児）一時介

し

護料の助成 重５ 333

て

02 一時介護助成利用

、

者数 人 40 41 30 7

健

3.17 現状

8 障害児

康

者一時支援事業 重５ 3

で

3302 一時支援事業

自

の年間実利用人数 人 1

立

40 140 190 13

し

5.71 現状

9 権限移

た

譲に伴う障害福祉サー

生

ビス事業者指定事務 重

活

５ 33302 事業者実

を

地指導件数 件 18 18

安

17 94.44 現状

1

心

0 特別児童扶養手当法

し

定受託事務 重５ 333

て

02 事務処理率（事務

お

処理件数／処理すべき

く

事務数） ％ 100 10

れ

0 100 100 現状

るまちづくり」を推進 第２期障害者プランの基本理念（「自分らしく」を応援するまち　あび
するため、第５次健康福祉総合計画及び各部門の計画に基づき、施策や事業に取り組みます。 こ）に基づき、施策の推進をしました。障害のある方の生活の場と日中
〇健康・医療施策は、生涯を健康に過ごすために、健康づくり・食育・歯と口腔の各種計画を統合した「第２次心も 活動の場の充実をさせるため、市内グループホームの定員拡大と地域活
身体も健康プラン」に基づく各種事業を推進します。特に、病気の原因となる危険因子の一次予防を重要な取組とし 動支援センターから就労継続支援B型事業所への移行促進を行いました
て位置付け、「自ら取り組む、みんなで続ける健康づくり」を基本理念とし、健康寿命を延ばすことができる支援事 。
業を推進します。医療施策については、いつでも身近に医療を受けられる体制の整備充実に向けて引き続き取り組み
ます。
〇障害者施策は、障害者が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活ができるように、第２期障害者プラン（「障害
者計画」・「第５期障害福祉計画」）に基づく事業を推進します。特に、ＮＰＯ法人や社会福祉法人等の関係機関と
連携し、障害者の日中活動の場及び生活の場の拡充に向けた取り組みを推進するとともに、相談支援体制の充実を図
ります。さらに、障害者の成年後見制度利用促進に向けた取り組みを行い、権利擁護事業の推進を図ります。
〇高齢者施策は、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、「第７期介護保険事業計画・



ス

者相談支援体制の強化

支

重無 33301 民間相

援

談支援事業所（地域相

事

談事業所）の相談件数

業

件 20,000 20,

重

500 18,265 8

５

9.1 現状

3

25

3

障害者支援施設等の整

3

備・充実 重５ 3330

0

2 障害者支援施設利用

2

者数/障害福祉計画に

申

おける利用者数 ％ 90

請

100 98 98 現状

者の

26 障害者就労施

利

設等からの物品等の調

用

達方針の策定・推進 重

度

５ 33302 方針に定

（

めた調達目標額の達成

サ

割合（実績額/目標額

ー

） ％ 100 100 10

ビ

0 100 現状

ス利用者数／申請者数） ％ 100 100 100 100 現状

12 福祉タクシー初乗り料金の助成 重５

５

33302 タクシー券

．

交付人数 人 1,007

課

1,100 999 90

の

.82 現状

目

13

標

福祉手当の給付（国）

を

重５ 33302 対象者

達

への支給率（手当支給

成

者数／手当支給対象者

す

数） ％ 100 100 1

る

00 100 現状

ため

14 福祉手当の給付（

に

市） 重５ 33302 対

取

象者への支給率（手当

り

支給者数／手当支給対

組

象者数） ％ 100 10

む

0 100 100 現状

事務

15 障害者プラン

事

の策定・推進 重５ 33

業

302 計画の数値の達

事

成率 ％ 93 100 99

務

99 現状

事

16 自

業

動車改造及び運転免許

名

取得への支援 重５ 33

（

302 適切な助成費支

個

給事務（助成者数／申

別

請者数） ％ 100 10

事

0 83 120.48 現

業

状

）

17 障害者自

重

立支援給付事務 重５ 3

施

3302 適切な福祉サ

施

ービス支給事務（利用

策

者数／申請者数） ％ 1

指

00 100 100 10

標

0 現状

単

18 視覚

位

障害者マッサージ師の

現

派遣 重５ 33302 視

況

覚障害者マッサージ師

値

の人数 人 6 6 5 83.

目

33 現状

標

19 重

値

度障害者（児）医療費

実

の助成 重５ 33302

績

重度障害者（児）医療

値

費給付者数／重度障害

達

者（児）医療費申請 ％

成

100 100 100 1

率

00 現状

(

20 障

％

害者住宅改造費の助成

)

重５ 33302 適正な

評

支払事務（支払額/請

価

求額） ％ 100 100

該

100 100 現状

当 コ

21 障害者移動支援

ー

事業 重５ 33302 移

ド

動支援事業利用者数 人 253 250 253 101.2 現状

22 障害福祉サービス相談支援事業 重無 33301 来所相談・電話相談・家庭訪問等の件数 件 27,600 30,000 27,600 92 現状

23 補装具・日常生活用具給付

1

事業 重５ 33302 補

1

装具・日常生活用具給

在

付者数／補装具・日常

宅

生活用具申請者数 % 1

サ

00 100 100 10

ー

0 現状

ビ

24 障害



・第８次高
齢者保健福祉計画」に基づく事業を推進します。また、高齢者がその有する能力に応じて自立した生活を営むことが
できるよう、在宅医療と介護の連携推進、介護予防の推進、認知症施策の推進、健康寿命延伸施策を推進するととも
に日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケア」体制の構築をさらに推進します。

部の運営方針に対する部全体の総合評価
〇国民健康保険事業は、被保険者が必要な医療を安心して受けられるように健全運営を目指し、保険税収納率の向上
に取り組むとともに医療費の適正化に努めます。特に、第２期データヘルス計画に基づいた保健事業を推進し、被保 第５次健康福祉総合計画の計画期間が平成３１年度で終了することから
険者の健康増進に努めます。また、国民健康保険の広域化においては、県も保険者となったことから、県と連携し円 「地域がつながりみんなで「考え」互いに「支え合い」誰もが「受けと
滑な運用が図れるよう対応します。 められる」まちづくりを新たに基本理念に加え我孫子市第６次健康福祉
〇後期高齢者医療制度についても被保険者が安心して医療を受けられるよう、千葉県後期高齢者医療広域連合と連携 総合計画（令和２年度から令和６年度）を策定しました。
を図りながら

様

、きめ細やかな対応や

式

情報提供に努めます。

第

また、医療・福祉の各

１

分野の事業を実施し、

号

概ね目標を達成するこ

部

とが
〇地域で支え合う

の

福祉コミュニティづく

運

りを推進し、新たな自

営

殺対策計画に基づき、

方

自殺対策に取り組むと

針

ともに、 できました。

・

孤立死対策に引き続き

課

取り組みます。
〇生活

の

困窮者施策は、生活困

目

窮者自立支援法に基づ

標

き、生活困窮者への相

設

談支援に取り組むとと

定

もに事業の拡充を図
り

書

ます。また、生活保護

(

受給者への自立等の支

平

援についても継続して

成

取り組みます。

課コー

3

ド 05 課　名 あらき園

1

課長名 飯田　秀雄

２．

年

課の目標（部の運営方

度

針を受けて課の取組方

)

針を記入） 部の運営方

部

針に対する課の目標へ

コ

の取組結果

あらき園で

ー

は、障害者の日中活動

ド

の場として日常生活に

0

おいて常時介護が必要

5

な方に対し食事や排せ

部

つの支援やその 利用者

　

個々の障害特性を配慮

名

し、安定して過ごせる

健

ようサービスの提供
他

康

、機能訓練、体力づく

福

り、創作的活動、季節

祉

に合わせた行事、各種

部

の余暇活動などの支援

部

を行なう生活介護事業

長

を を行いました。
継続

名

して実施していきます

松

。 サービスの提供にあ

谷

たっては、個々のニー

浩

ズをくみ取れるよう家

光

庭や相
また、利用者へ

１

の個別支援計画作成と

．

サービス提供について

部

は、個々のニーズを汲

の

み取り地域で安心して

運

生活ができ 談支援事業

営

者、サービス提供事業

方

者と連携し、情報の共

針

有や共通の支援
るよう

(

家族や相談支援事業者

予

や他サービス提供機関

算

と連携して情報の共有

編

ならびに共通の支援提

成

供に努めます。 提供を

・

行いました。
市で推進

実

する地域生活支援拠点

施

事業においては、必要

計

項目として「専門的人

画

材の確保・養成」とあ

策

り、あらき園では 基幹

定

施設として、他のサー

方

ビス提供機関に対して

針

状況に応じたサービス

な

スーパーバイザーによ

ど

る質の高い支援技法の

を

助言・指導を受けてい

踏

ます。市内のどの福祉

ま

サービス事業所でも質

え

の高 の連携、情報提供

て

を行いました。、障害

、

者の摂食嚥下支援の更

基

なる向上
いサービスが

本

提供できるように専門

計

職員を派遣し、技術的

画

支援を行うことで基幹

の

施設としての役割を担

分

います。 に向けて、社

野

会福祉事業基金寄付金

別

を活用し、１月には日

計

本大学松戸歯
我孫子市

画

の障害者支援の基幹施

や

設・重度障害者のセー

重

フティーネット・災害

点

時の指定福祉避難所と

ﾌ

しての役割を意識 学部

ﾟ

障害者歯科学講座　野

ﾛ

本たかと教授をお招き

ｼ

して摂食嚥下障害児者

ﾞ

して事業に取り組んで

ｪ

いきます。 への対応に

ｸ

関する講演会を開催し

ﾄ

ました。

３．課の目標

、

を達成する上での課題

所

と対応（人員の配置、

管

組織のあり方など）

多

に

様化、重度化、重複化

係

、高齢化する利用者へ

る

の支援ならびに専門職

部

による他施設への技術

の

支援に対応できるよう

運

、
人員の確保と専門職

営

の確保が必要です。ま

方

た、利用者からの医療

針

的ケアのニーズに対応

に

していくため、職員体

対

制を整
えておく必要が

す

あります。

４．原因分

る

析・改善策

（課長） （

課

部長）
多様化、重度化

の

、重複化、高齢化する

目

利用者への支援ならび

標

に専門職による他施設

へ

への技術支援 我孫子市

の

の基幹施設として専門

取

職員による民間施設等

組

への助言を継続してい

結

くために人員の確保
に

果

対応できるよう、人員

　

の確保と専門職の確保

　

が必要です。また、利

分

用者からの医療的ケア

野

のニ に努めます。また

別

、施設の長寿命化のた

基

め改修工事を進めてい

本

きます。
ーズに対応し

計

ていくため、職員体制

画

を整えておく必要があ

の

ります。また、安全に

目

サービス提供を
行うた

標

め施設の老朽化に対応

を

し改修する必要があり

考

ます。

５．課の目標を

慮

達成するために取り組

し

む事務事業

事務事業名

て

（個別事業） 重プ 施策

、

指標 単位 現況値 目標値

部

実績値 達成率(％) 評

の

価該当 コード

1 利用者

目

の健康管理 重無 333

標

03 園で実施する健康

を

診断の受診率 ％ 94 1

達

00 95 95 現状

2 あ

成

らき園の利用者支援 重

す

無 33303 利用者の

る

出席率 ％ 86 100 8

た

6 86 現状

3 利用者送

め

迎の充実 重無 3330

の

3 送迎希望者に対する

方

送迎の実施率 ％ 100

針

100 100 100 現

を

状

4 給食サービス事業

記

の充実 重無 33303

入

給食提供日数 日 231

)

231 231 100 現

◎

状

5 人材の養成 重無 3

第

3303 あらき園で実

三

習，ボランティアを希

次

望し，実施した人の割

基

合 ％ 100 100 10

本

0 100 現状

6 地域と

計

の交流（あらき園祭・

画

バザー参加） 重無 33

の

304 あらき園祭参加

重

者数 人 260 300 2

点

60 86.67 現状

7

施

支援職員の技術の向上

策

重無 33303 福祉施

「

設連絡会の定例会の実

誰

施回数 箇所 15 15 1

も

5 100 拡充

8 あらき

が

園利用者参加行事の充

生

実 重無 33303 あら

涯

き園利用者の参加率 ％

を

92 100 92 92 現

と

状

9 リスクマネジメン

お

ト 重無 33303 事故

し

、ひやりはっと、防災

て

訓練の検証・検討会の

、

実施率 ％ 100 100

健

100 100 現状

10

康

あらき園の維持管理 重

で

無 33303 施設の維

自

持管理率（修繕・工事

立

実施箇所／必要修繕・

し

工事個所） ％ 100 1

た

00 100 100 現状

生活を安心しておくれるまちづくり」を推進 「第２期我孫子市障害者プラン」に基づき、障害者が住み慣れた地域で
するため、第５次健康福祉総合計画及び各部門の計画に基づき、施策や事業に取り組みます。 自分らしく自立した生活ができるよう、あらき園では日中活動の場とし
〇健康・医療施策は、生涯を健康に過ごすために、健康づくり・食育・歯と口腔の各種計画を統合した「第２次心も て、日常生活で介護が必要な方に対して食事や排せつの支援、機能訓練
身体も健康プラン」に基づく各種事業を推進します。特に、病気の原因となる危険因子の一次予防を重要な取組とし や体力づくり、創作活動、季節に合わせた行事、余暇活動を実施しまし
て位置付け、「自ら取り組む、みんなで続ける健康づくり」を基本理念とし、健康寿命を延ばすことができる支援事 た。
業を推進します。医療施策については、いつでも身近に医療を受けられる体制の整備充実に向けて引き続き取り組み
ます。
〇障害者施策は、障害者が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活ができるように、第２期障害者プラン（「障害
者計画」・「第５期障害福祉計画」）に基づく事業を推進します。特に、ＮＰＯ法人や社会福祉法人等の関係機関と
連携し、障害者の日中活動の場及び生活の場の拡充に向けた取り組みを推進するとともに、相談支援体制の充実を図
ります。さらに、障害者の成年後見制度利用促進に向けた取り組みを行い、権利擁護事業の推進を図ります。
〇高齢者施策は、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、「第７期介護保険事業計画



能力に応じて自立した生活を営むことが
できるよう、在宅医療と介護の連携推進、介護予防の推進、認知症施策の推進、健康寿命延伸施策を推進するととも
に日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケア」体制の構築をさらに推進します。

部の運営方針に対する部全体の総合評価
〇国民健康保険事業は、被保険者が必要な医療を安心して受けられるように健全運営を目指し、保険税収納率の向上
に取り組むとともに医療費の適正化に努めます。特に、第２期データヘルス計画に基づいた保健事業を推進し、被保 第５次健康福祉総合計画の計画期間が平成３１年度で終了することから
険者の健康増進に努めます。また、国民健康保険の広域化においては、県も保険者となったことから、県と連携し円 「地域がつながりみんなで「考え」互いに「支え合い」誰もが「受けと
滑な運用が図れるよう対応します。 められる」まちづくりを新たに基本理念に加え我孫子市第６次健康福祉
〇後期高齢者医療制度についても被保険者が安心して医療を受けられるよう、千葉県後期高齢者医療広域連合と連携 総合計画（令和２年度から令和６年度）を策定しました。
を図りながら、きめ細やかな対応や情報提供に努めます。 また、医療・福祉の各分野の事業を実施し

様

、概ね目標を達成する

式

ことが
〇地域で支え合

第

う福祉コミュニティづ

１

くりを推進し、新たな

号

自殺対策計画に基づき

部

、自殺対策に取り組む

の

とともに、 できました

運

。
孤立死対策に引き続

営

き取り組みます。
〇生

方

活困窮者施策は、生活

針

困窮者自立支援法に基

・

づき、生活困窮者への

課

相談支援に取り組むと

の

ともに事業の拡充を図

目

ります。また、生活保

標

護受給者への自立等の

設

支援についても継続し

定

て取り組みます。

課コ

書

ード 06 課　名 障害者

(

福祉センタ－ 課長名 小

平

笠原雅夫

２．課の目標

成

（部の運営方針を受け

3

て課の取組方針を記入

1

） 部の運営方針に対す

年

る課の目標への取組結

度

果

・障害者福祉センタ

)

ーでは、障害のある方

部

が地域で自立した生活

コ

が送れるように、利用

ー

者の個別支援計画を作

ド

成し　 ・地域活動支援

0

センター事業では、身

5

体障害、知的障害、精

部

神障害のあ
　て、各種

　

訓練や創作的活動等の

名

地域活動支援センター

健

事業を実施します。 る

康

方々に対して機能訓練

福

、創作的活動等のサー

祉

ビスを提供しました。

部

・基幹機能強化事業で

部

は、地域活動支援セン

長

ター事業外での訓練実

名

施、民間障害者施設と

松

の連携を取りながら専

谷

門 ・公的基幹施設とし

浩

て、民間障害者施設の

光

職員に対してリハビリ

１

テーシ
　職による技術

．

支援等を行います。 ョ

部

ンに関する技術的支援

の

や相談等を実施しまし

運

た。また、地域活動支

営

援
・障害のある方の社

方

会参加を促進するため

針

、中途失聴者・難聴者

(

の方やご家族を対象と

予

した読話講習会の開催

算

、市 センターに通所で

編

きない障害のある方々

成

に通所外の訓練サービ

・

スを提供
  内の歩行

実

空間や公共施設、公共

施

交通機関等のバリアフ

計

リー状況に関する市民

画

協働による調査とホー

策

ムページでの しました

定

。
  情報提供、精神

方

障害のある方を対象と

針

した精神デイケアクラ

な

ブの実施、失語のある

ど

人向け意思疎通支援者

を

の派遣 ・障害のある人

踏

々の社会参加を促進す

ま

るため、失語のある人

え

向け意思疎
  等を行

て

います。 通支援者派遣

、

事業、読話講習会、精

基

神デイケアクラブ、ホ

本

ームページに
・施設の

計

効率的・効果的な事業

画

の運営を図るため、全

の

ての事業内容および受

分

益者負担等について見

野

直しを検討し よる市内

別

のバリアフリー情報の

計

提供を行いました。
 

画

 ます。

３．課の目標

や

を達成する上での課題

重

と対応（人員の配置、

点

組織のあり方など）

・

ﾌ

知的障害者、精神障害

ﾟ

者、重複障害利用者は

ﾛ

、介護保険や医療での

ｼ

リハビリテーションを

ﾞ

十分に受けられないケ

ｪ

ー
スが多いため、民間

ｸ

の障害者施設との連携

ﾄ

を強化し当施設で積極

、

的に受け入れを行って

所

いきます。

４．原因分

管

析・改善策

（課長） （

に

部長）
身体障害のみな

係

らず、知的障害、精神

る

障害のある方々への機

部

能訓練、創作的活動等

の

のサービス提 民間障害

運

者施設への技術的支援

営

および機能訓練の提供

方

は、部の運営方針に貢

針

献しており、継続し
供

に

が増加しており、継続

対

したサービスの提供が

す

求められる。高齢利用

る

者に対しては、令和3

課

年度 た支援が求められ

の

る。
以降に介護保険施

目

設の利用を勧めていく

標

。

５．課の目標を達成

へ

するために取り組む事

の

務事業

事務事業名（個

取

別事業） 重プ 施策 指標

組

単位 現況値 目標値 実績

結

値 達成率(％) 評価該

果

当 コード

1 利用者送迎

　

支援 重無 33303 延

　

利用者数 人 9,928

分

10,000 0 0 現状

野

2 地域活動支援センタ

別

ー訓練事業 重無 333

基

03 訓練参加実人数 名

本

113 95 92 96.

計

84 見直し

3 相談事業

画

重無 33303 相談件

の

数 件 164 170 65

目

1 382.94 現状

4

標

障害者（本人及び団体

を

）やボランティアに対

考

する支援 重無 3330

慮

4 活動場所の提供回数

し

件数 232 240 22

て

8 95 見直し

5 失語の

、

ある人向け意思疎通支

部

援者の派遣 重５ 333

の

02 失語のある人向け

目

意思疎通支援者延べ派

標

遣人数（人） 人 374

を

350 374 106.

達

86 現状

6 基幹機能強

成

化事業 重無 33303

す

利用延人数 人 95 10

る

0 63 63 現状

7 バリ

た

アフリー情報提供事業

め

重無 33304 ホーム

の

ページの年間閲覧件数

方

件 18,170 16,

針

500 18,170 1

を

10.12 現状

8 地域

記

活動支援センター創作

入

的活動等事業 重無 33

)

303 講座参加実人数

◎

名 63 62 63 101

第

.61 縮小

9 障害者福

三

祉センターの維持管理

次

重無 33303 施設の

基

維持管理率（修繕実施

本

箇所／必要修繕箇所）

計

％ 100 100 0 0 現

画

状

10 障害者スポーツ

の

大会 重無 33304 障

重

害者スポーツ大会の参

点

加者数 人 27 25 27

施

108 現状

策「誰もが生涯をとおして、健康で自立した生活を安心しておくれるまちづくり」を推進 民間障害者施設に通所する障害のある方々に対し、各施設と連携を取り
するため、第５次健康福祉総合計画及び各部門の計画に基づき、施策や事業に取り組みます。 ながら相談事業、訓練事業、創作的活動等事業を提供することにより、
〇健康・医療施策は、生涯を健康に過ごすために、健康づくり・食育・歯と口腔の各種計画を統合した「第２次心も 障害のある方々の日中活動の拡充を図ることができました。
身体も健康プラン」に基づく各種事業を推進します。特に、病気の原因となる危険因子の一次予防を重要な取組とし
て位置付け、「自ら取り組む、みんなで続ける健康づくり」を基本理念とし、健康寿命を延ばすことができる支援事
業を推進します。医療施策については、いつでも身近に医療を受けられる体制の整備充実に向けて引き続き取り組み
ます。
〇障害者施策は、障害者が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活ができるように、第２期障害者プラン（「障害
者計画」・「第５期障害福祉計画」）に基づく事業を推進します。特に、ＮＰＯ法人や社会福祉法人等の関係機関と
連携し、障害者の日中活動の場及び生活の場の拡充に向けた取り組みを推進するとともに、相談支援体制の充実を図
ります。さらに、障害者の成年後見制度利用促進に向けた取り組みを行い、権利擁護事業の推進を図ります。
〇高齢者施策は、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、「第７期介護保険事業計画・第８次高
齢者保健福祉計画」に基づく事業を推進します。また、高齢者がその有する



教室 重無 33304 失語症家族教室への延べ参加者数（人） 人 26 17 26 152.94 現状

12 手話講習会・読話講習会 重無 33304 講習会参加

５

実人数 人 16 20 16

．

80 現状

課の目標を達成するために取り組む事務事業

事務事業名（個別事業） 重施 施策 指標 単位 現況値 目標値 実績値 達成率(％) 評価該当 コード

11 失語症家族



心して暮らせるように、「第７期介護保険事業計画・第８次高
齢者保健福祉計画」に基づく事業を推進します。また、高齢者がその有する能力に応じて自立した生活を営むことが
できるよう、在宅医療と介護の連携推進、介護予防の推進、認知症施策の推進、健康寿命延伸施策を推進するととも
に日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケア」体制の構築をさらに推進します。

部の運営方針に対する部全体の総合評価
〇国民健康保険事業は、被保険者が必要な医療を安心して受けられるように健全運営を目指し、保険税収納率の向上
に取り組むとともに医療費の適正化に努めます。特に、第２期データヘルス計画に基づいた保健事業を推進し、被保 第５次健康福祉総合計画の計画期間が平成３１年度で終了することから
険者の健康増進に努めます。また、国民健康保険の広域化においては、県も保険者となったことから、県と連携し円 「地域がつながりみんなで「考え」互いに「支え合い」誰もが「受けと
滑な運用が図れるよう対応します。 められる」まちづくりを新たに基本理念に加え我孫子市第６次健康福祉
〇後期高齢者医療制度についても被保険者が安心して医療を受けられるよう、千葉県後期高齢者医療広域連合と連携 総合計画（令和２年

様

度から令和６年度）を

式

策定しました。
を図り

第

ながら、きめ細やかな

１

対応や情報提供に努め

号

ます。 また、医療・福

部

祉の各分野の事業を実

の

施し、概ね目標を達成

運

することが
〇地域で支

営

え合う福祉コミュニテ

方

ィづくりを推進し、新

針

たな自殺対策計画に基

・

づき、自殺対策に取り

課

組むとともに、 できま

の

した。
孤立死対策に引

目

き続き取り組みます。

標

〇生活困窮者施策は、

設

生活困窮者自立支援法

定

に基づき、生活困窮者

書

への相談支援に取り組

(

むとともに事業の拡充

平

を図
ります。また、生

成

活保護受給者への自立

3

等の支援についても継

1

続して取り組みます。

年

課コード 08 課　名 高

度

齢者支援課 課長名 中光

)

　啓子

２．課の目標（

部

部の運営方針を受けて

コ

課の取組方針を記入）

ー

部の運営方針に対する

ド

課の目標への取組結果

0

〇第７期介護保険事業

5

計画及び第８次高齢者

部

保健福祉計画に基づき

　

「地域包括ケアシステ

名

ム」の構築に向けた施

健

策や 第７期介護保険事

康

業計画及び第８次高齢

福

者保健福祉計画に基づ

祉

き「地域
事業を更に推

部

進します。 包括ケアシ

部

ステム」の構築に向け

長

た施策や事業に取り組

名

みました。
①医療ニー

松

ズと介護ニーズを併せ

谷

持つ高齢者が住み慣れ

浩

た地域で自分らしい暮

光

らしを続けることがで

１

きるよう、在宅 ①医療

．

ニーズと介護ニーズを

部

併せ持つ高齢者が住み

の

慣れた地域で自分ら
医

運

療と介護サービスを一

営

体的に提供するため、

方

訪問診療等の在宅医療

針

の支援体制の構築や在

(

宅医療・介護関係者の

予

研 しい暮らしを続ける

算

ことができるよう、訪

編

問診療等の在宅医療の

成

支援体
修など、在宅医

・

療・介護連携推進事業

実

に取り組みます。 制の

施

構築に向けて、医師会

計

と協議を進めました。

画

②高齢者がいつまでも

策

元気に自立した生活が

定

送れるよう、身近な地

方

域で社会参加、生きが

針

いづくりができる場の

な

充実 ②高齢者がいつま

ど

でも元気に自立した生

を

活が送れるよう、高齢

踏

者が自ら
を図るととも

ま

に、介護予防に関する

え

知識の普及啓発を行い

て

高齢者が自ら取り組め

、

る介護予防の推進を図

基

ります。 介護予防に取

本

り組めるよう、身近な

計

地域で社会参加、生き

画

がいづくりが
・市内５

の

ヵ所の高齢者なんでも

分

相談室が十分市民に活

野

用されるよう周知を図

別

るとともに、高齢者の

計

増加に伴う相談件 でき

画

る場の充実を図るとと

や

もに、出前講座や健康

重

教育の場を通し、介護

点

数の増加に十分対応で

ﾌ

きるよう、設置箇所数

ﾟ

について検討し、相談

ﾛ

・運営体制の強化を図

ｼ

ります。また、地域包

ﾞ

括ケ 予防に関する知識

ｪ

の普及啓発を行い、介

ｸ

護予防の推進に取り組

ﾄ

みました
アシステムの

、

構築に向けた中核的な

所

機能として体制の強化

管

と支援機能の充実を図

に

っていきます。さらに

係

、地域の様々 。
な資源

る

を生かし関係機関と連

部

携した高齢者の見守り

の

ネットワークを推進し

運

ます。 　また、高齢者

営

の多い我孫子地区の高

方

齢者なんでも相談室を

針

南北に分け
④認知症の

に

人やその家族に認知症

対

初期集中支援チームが

す

早期に関わり早期診断

る

、早期対応に向けた支

課

援体制を構築し 、新た

の

に１か所開設し、十分

目

市民に活用されるよう

標

周知するとともに、
ま

へ

す。 地域を意識した取

の

り組みとして、必要な

取

方に必要な支援を提供

組

するため
⑤要支援者の

結

多様なニーズに対応す

果

るために、ボランティ

　

ア、ＮＰＯ、シルバー

　

人材センター等の住民

分

主体による多 に、市と

野

各高齢者なんでも相談

別

室が連携し、中核的な

基

機能としての体制
様な

本

生活支援サービスの提

計

供に向けた仕組みづく

画

りを進めます。 強化に

の

取り組みました。
　さ

目

らに、地域の様々な資

標

源を生かし、関係機関

を

と連携した高齢者の見

考

守りネットワークを推

慮

進しました。
④認知症

し

の人やその家族に認知

て

症初期集中支援チーム

、

が早期に関わり早
期診

部

断、早期対応につなげ

の

ました。
⑤要支援者の

目

多様なニーズに対応す

標

るために、シルバー人

を

材センター等
の住民主

達

体による多様な生活支

成

援サービスの提供に向

す

けた仕組みづくり
を進

る

めました。また、地域

た

で支え合う仕組みづく

め

りとして、生活支援体

の

制整備事業においては

方

、第2層協議体を５か

針

所に増やし、各地域の

を

ニー
ズに応じた取り組

記

みを推進しました。

３

入

．課の目標を達成する

)

上での課題と対応（人

◎

員の配置、組織のあり

第

方など）

本課は、介護

三

保険業務全般、認知症

次

高齢者や高齢者虐待な

基

ど問題を抱える高齢者

本

及びその家族の相談・

計

支援、高齢者
の福祉の

画

向上を図るための各種

の

施策の実施など高齢者

重

施策全般を担っていま

点

す。こうしたなか、課

施

組織が肥大化する
とと

策

もに個々の業務が細分

「

化され連携した業務執

誰

行を難しいものにして

も

いるため、組織のあり

が

方を引き続き検討しま

生

す。また、この度の制

涯

度改正により、地域包

を

括ケアシステムの構築

と

に向けて様々な仕組み

お

づくりが急務となるこ

し

とか
ら、新たな人員配

て

置等も視野に入れた執

、

行体制についても検討

健

が必要です。

４．原因

康

分析・改善策

（課長）

で

（部長）
高齢化が進む

自

中で、高齢者や家族が

立

住みなれた地域で安心

し

して暮らせるために、

た

地域の連携や体 引き続

生

き「誰もが生涯をとお

活

して、健康で自立した

を

生活を安心しておくれ

安

るまちづくり」を実現

心

制強化を推進し、地域

し

に応じた支援やサービ

て

スの提供、包括ケアシ

お

ステムを構築していく

く

ことが するため、部内

れ

各課が健康・医療・福

る

祉の各分野の事業を実

ま

施し、連携していくこ

ち

とが求められ
大切です

づ

。 ます。

５．課の目標

く

を達成するために取り

り

組む事務事業

事務事業

」

名（個別事業） 重プ 施

を

策 指標 単位 現況値 目標

推

値 実績値 達成率(％)

進

評価該当 コード

1 介護

高

予防マネジメントの管

齢

理 重５ 33202 日常

者

生活機能及び要支援状

に

態の維持、改善者数　

な

/　年間ケアプ ％ 74

っ

.5 77.8 74.3

て

95.5 現状

2 SOS

も

ネットワーク事業 重５

、

33201 SOSネッ

住

トワーク事業利用者を

み

24時間以内に保護す

慣

る。 ％ 100 100 7

れ

7 77 現状

3 きらめき

た

デイサービスの促進 重

地

無 33203 １月当た

域

りの平均利用者数 人 3

で

17 355 411 11

自

5.77 現状

4 住宅改

立

造事業の拡大 重５ 33

し

201 住宅改造が必要

た

な方への助成率 ％ 10

生

0 100 0 0 現状

5 空

活

き店舗を活用した「お

を

休み処」の充実 重無 3

安

3203 １日の平均利

心

用者数 人 50 50 33

し

66 現状

6 高齢社会へ

て

の対応を探る事業の推

続

進 重無 33203 イベ

け

ント等への来場者数 人

る

417 500 297 5

こ

9.4 現状

7 シルバー

す

人材センターへの支援

る

重無 33203 シルバ

た

ー人材センターの会員

め

者数 人 681 700 6

、

69 95.57 現状

8

第

敬老祝金の贈呈 重無 3

５

3203 敬老祝金贈呈

次

者数 人 1,509 1,

健

602 1,956 12

康

2.1 縮小

9 老人クラ

福

ブ活動の充実 重無 33

祉

203 老人クラブ会員

総

数 人 2,016 2,1

合

00 2,012 95.

計

81 現状

10 老人福祉

画

センターの運営 重無 3

及

3203 １日当たりの

び

平均利用者数 人 286

各

290 267 92.0

部

7 現状

門の計画に基づき、施策や事業に取り組みます。 とが出来るように、「第7期介護保険事業計画・第8次高齢者保健福祉計
〇健康・医療施策は、生涯を健康に過ごすために、健康づくり・食育・歯と口腔の各種計画を統合した「第２次心も 画」に基づき、各事業を推進しました。「地域包括ケア」の構築として
身体も健康プラン」に基づく各種事業を推進します。特に、病気の原因となる危険因子の一次予防を重要な取組とし 在宅医療と介護の連携、認知症施策や生活支援体制整備の推進に取り組
て位置付け、「自ら取り組む、みんなで続ける健康づくり」を基本理念とし、健康寿命を延ばすことができる支援事 むと共に、健康寿命延伸施策を進めてまいりました。
業を推進します。医療施策については、いつでも身近に医療を受けられる体制の整備充実に向けて引き続き取り組み
ます。
〇障害者施策は、障害者が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活ができるように、第２期障害者プラン（「障害
者計画」・「第５期障害福祉計画」）に基づく事業を推進します。特に、ＮＰＯ法人や社会福祉法人等の関係機関と
連携し、障害者の日中活動の場及び生活の場の拡充に向けた取り組みを推進するとともに、相談支援体制の充実を図
ります。さらに、障害者の成年後見制度利用促進に向けた取り組みを行い、権利擁護事業の推進を図ります。
〇高齢者施策は、高齢になっても住み慣れた地域で安



消

への窓口相談指導又は

毒

新規や１名体制の 件 5

サ

60 500 498 10

ー

0.4 現状

ビ

25

ス

介護相談員派遣 重無 3

の

4001 介護相談員の

充

活動派遣施設数 施設 2

実

9 29 29 100 現状

重５

26 高齢者なん

3

でも相談室の運営・支

3

援 重無 33204 電話

2

・来所・訪問件数 件 2

0

4,210 23,50

1

0 24,210 103

在

.02 現状

宅

27

生

地域ケア会議の開催 重

活

無 33204 相談対象

を

件数 件 1,328 1,

継

150 1,328 11

続

5.48 拡充

し

2

て

8 特別養護老人ホーム

い

・養護老人ホーム入所

る

措置 重無 33204 老

人

人福祉法第１１条にお

の

いて養護老人ホーム入

割

所措置決定を行う ％ 1

合

00 100 100 10

（

0 現状

サ

29 認知

ー

症早期支援事業 重無 3

ビ

3204 認知症に関す

ス

る相談受付件数 ％ 70

利

5 710 754 106

用

.2 現状

者

30 介

で

護保険に関する苦情・

在

相談窓口 重無 3320

宅

4 相談・苦情でよせら

生

れた問題の解決率 ％ 1

活

00 100 100 10

を

0 現状

％

31 成年

1

後見制度利用への支援

0

重無 33204 市での

0

成年後見申立を必要と

1

する高齢者の制度利用

0

率 ％ 100 100 10

0

0 100 現状

1

3

0

2 高齢者虐待防止 重無

0

33204 虐待通報件

1

数に対する早期状況確

0

認及び対応 ％ 100 1

0

00 100 100 現状

現状

33 介護保険サービスの適正化 重無 34001 介護給付費通知に対する申し出や不適切給付に対する適正化の実 ％ 80 90 90 100 現状

34 介護保険賦課徴収 重無 34001 適切な保険料賦課による収納率の向上 ％ 99 99 99 100 現状

35 住

1

宅改修費・福祉用具購

2

入費支給 重無 3400

居

1 適切な申請件数に対

宅

する支払率 ％ 100 1

介

00 100 100 現状

護支

36 居宅介護サ

５

援

ービス等給付 重無 34

助

001 適切な介護給付

成

の割合 ％ 100 100

重

100 100 現状

５ 3

37 高額介護サービ

3

ス費等支給 重無 340

2

01 高額介護サービス

0

費等の支給対象に対す

1

る支給率 % 100 10

．

助

0 100 100 現状

成申

38 介護保険受給

請

資格・管理運営 重無 3

（

4001 資格付与漏れ

請

・喪失漏れの防止した

求

割合 ％ 100 100 1

）

00 100 現状

率 ％

39 介護認定審査会運

課

1

営 重無 34001 一次

0

判定の適正化率 ％ 75

0

80 98.2 122.

1

75 現状

0

40 介

0

護認定調査 重無 340

0

01 申請日から10日

0

以内に認定調査を実施

現

した割合 ％ 90 90 9

状

0 100 現状

の

41 地域密着型サービス事業者の指定・指導・監督事務 重無 34001 指導・監査を実施した事業者数 件 14 11 14 127.27 現状

42 介護保険事業計画の推進 重無 34

目

001 達成した目標の割合 ％ 100 100 66.6 66.6 現状

13

43 地域介護予防

徘

活動の支援 重５ 332

徊

02 介護予防強化型き

探

らめきデイサービスへ

知

の参加者数 人 12,9

シ

36 18,900 11

標

ス

,146 58.97 現

テ

状

ム

44 認知症地

重

域支援推進事業 重５ 3

５

3201 認知症サポー

3

ター養成講座受講者数

3

（総累計） 人 8,68

2

8 10,470 12,

0

234 116.85 現

1

状

を

徘

45 在宅医療

徊

・介護連携推進事業 重

探

５ 33201 多職種交

知

流会の参加医療機関数

シ

箇所 14 14 12 85

ス

.71 現状

テ

46

ム

生活支援体制整備事業

専

の推進 重５ 33201

用

生活支援体制整備事業

達

端

により創出・拡充され

末

た生活支援サービス 件

機

1 5 5 100 拡充

利用

47 一般介護予防事

者

業の推進 重５ 3320

の

2 遊具うんどう教室・

２

介護予防教室・出前講

４

座・講演会の参加者数

時

人 1,091 1,30

成

間

0 897 69 現状

以内

48 介護予防・生活

の

支援サービス事業の推

保

進 重５ 33202 １号

護

被保険者の介護保険認

率

定率/推定値 ％ 100

％

.7 100 98.1 1

1

01.94 現状

0

す

0 100 100 100

る

現状

た

14 日常生

め

活用具給付事業の推進

に

重５ 33201 火災に

取

よる怪我や死亡の防止

り

率 ％ 100 100 0 0

組

現状

む

15 社会福

事

祉法人介護サービス利

務

用料減免の充実 重５ 3

事

3201 社会福祉法人

業

介護サービス利用率 ％

事

100 100 0 0 現状

務事

16 緊急通報シ

業

ステムの充実 重５ 33

名

201 緊急救助率（救

（

助出動件数／利用者の

個

緊急通報件数×100

別

％） ％ 100 100 1

事

00 100 現状

業）

17 老人福祉電話の推

重

進 重５ 33201 在宅

施

生活の維持率（利用者

施

の在宅生活の維持数／

策

老人福祉電話の ％ 10

指

0 100 100 100

標

現状

単

18 認知症

位

高齢者グループホーム

現

利用料助成事業の推進

況

重５ 33201 助成制

値

度の利用率 ％ 100 1

目

00 100 100 現状

標値

19 軽度生活援

実

助の推進 重５ 3320

績

1 軽度生活援助を必要

値

とする方へのサービス

達

提供率 ％ 100 100

成

13 13 現状

率

2

(

0 配食サービス 重５ 3

％

3201 配食サービス

)

利用者の低栄養予防に

評

対する個別アセスメン

価

ト票の ％ 100 100

該

45 45 現状

当

2

コ

1 高齢者移送サービス

ー

の促進 重５ 33201

ド

移送サービスの利用率（サービスを利用した要介護高齢者の数/ ％ 67 70 56 80 現状

22 高齢者賃貸住宅住み替え助成事業の推進 重５ 33201 助成制度の利用率 ％ 100 100 0 0 現状

23 社会福祉施設の整備 重５ 33201

1

償還利子の補助を行な

1

った施設の数 箇所 2 2

寝

2 100 現状

具

2

乾

4 ケアマネジャー支援

燥

事業 重無 33204 指

・

定居宅介護支援事業者



ように、「第７期介護保険事業計画・第８次高
齢者保健福祉計画」に基づく事業を推進します。また、高齢者がその有する能力に応じて自立した生活を営むことが
できるよう、在宅医療と介護の連携推進、介護予防の推進、認知症施策の推進、健康寿命延伸施策を推進するととも
に日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケア」体制の構築をさらに推進します。

部の運営方針に対する部全体の総合評価
〇国民健康保険事業は、被保険者が必要な医療を安心して受けられるように健全運営を目指し、保険税収納率の向上
に取り組むとともに医療費の適正化に努めます。特に、第２期データヘルス計画に基づいた保健事業を推進し、被保 第５次健康福祉総合計画の計画期間が平成３１年度で終了することから
険者の健康増進に努めます。また、国民健康保険の広域化においては、県も保険者となったことから、県と連携し円 「地域がつながりみんなで「考え」互いに「支え合い」誰もが「受けと
滑な運用が図れるよう対応します。 められる」まちづくりを新たに基本理念に加え我孫子市第６次健康福祉
〇後期高齢者医療制度についても被保険者が安心して医療を受けられるよう、千葉県後期高齢者医療広域連合と連携 総合計画（令和２年度から令和６年

様

度）を策定しました。

式

を図りながら、きめ細

第

やかな対応や情報提供

１

に努めます。 また、医

号

療・福祉の各分野の事

部

業を実施し、概ね目標

の

を達成することが
〇地

運

域で支え合う福祉コミ

営

ュニティづくりを推進

方

し、新たな自殺対策計

針

画に基づき、自殺対策

・

に取り組むとともに、

課

できました。
孤立死対

の

策に引き続き取り組み

目

ます。
〇生活困窮者施

標

策は、生活困窮者自立

設

支援法に基づき、生活

定

困窮者への相談支援に

書

取り組むとともに事業

(

の拡充を図
ります。ま

平

た、生活保護受給者へ

成

の自立等の支援につい

3

ても継続して取り組み

1

ます。

課コード 10 課

年

　名 国保年金課 課長名

度

本庄　勇

２．課の目標

)

（部の運営方針を受け

部

て課の取組方針を記入

コ

） 部の運営方針に対す

ー

る課の目標への取組結

ド

果

◎国民健康保険事業

0

は、被保険者の高齢化

5

や医療技術の進歩など

部

に伴い一人当たりの保

　

険給付費の増加傾向が

名

続いて 〇国民健康保険

健

事業は、被保険者の健

康

康維持増進を図るため

福

、医療給付
いる中、被

祉

保険者が安心して生活

部

できるように必要な保

部

険給付を適正に行って

長

いきます。また、保健

名

事業にあたって 、療養

松

費の支給や特定健診・

谷

特定保健指導などの事

浩

務事業を実施した。
は

光

、第２期データヘルス

１

計画に基づいた糖尿病

．

性腎症重症化予防事業

部

や生活習慣病予防事業

の

などの保健事業を推進

運

す また、「第２期国民

営

健康保険データヘルス

方

計画」に基づき、糖尿

針

病性腎
るとともに、短

(

期人間ドックなどの助

予

成事業などにおいても

算

適正に実施し、生活習

編

慣病予防に努めます。

成

特定健康診 症重症化予

・

防事業及び生活習慣病

実

治療中断者受診勧奨事

施

業などの保健事
査・特

計

定保健指導事業につい

画

ても、受診率の向上を

策

目指し健康づくり支援

定

課と連携を図っていき

方

ます。 業を実施した。

針

また、大きな制度改正

な

から２年目となった国

ど

民健康保険
　国民健康

を

保険税は、事業を安定

踏

的に運営していく上で

ま

重要な財源であること

え

から、公平かつ公正に

て

賦課するととも の広域

、

化においては、制度の

基

移行後においても問題

本

なく円滑な運営が図
に

計

、徴収対策を強化して

画

徴収率向上を図り、滞

の

納世帯の減少に努めま

分

す。 られました。
　さ

野

らに、国民健康保険の

別

広域化については、県

計

と連携し円滑な運用が

画

図られるよう迅速な対

や

応に努めるとともに、

重

〇後期高齢者医療制度

点

の運営は、千葉県後期

ﾌ

高齢者医療広域連合と

ﾟ

連携
県が算定する標準

ﾛ

保険料率や納付金を参

ｼ

考に保険税率の検討を

ﾞ

進め、適切に対応して

ｪ

いきます。 を図り、適

ｸ

切に対応することがで

ﾄ

きた。
◎後期高齢者医

、

療制度については、被

所

保険者が安心して医療

管

を受けられるよう千葉

に

県後期高齢者医療広域

係

連合と連携 〇財源とな

る

る国民健康保険税や後

部

期高齢者医療保険料は

の

、滞納者に対し
を図り

運

ながら、きめ細やかな

営

対応や情報提供を行う

方

とともに、制度の運営

針

が適切かつ円滑に行わ

に

れるよう努めます。 て

対

督促や催告の送付を実

す

施する一方丁寧な納付

る

相談に努めた。
◎国民

課

年金事務については、

の

資格の得喪届出や裁定

目

請求の受理・審査など

標

の法定受託事務及び年

へ

金の納付記録に関す 〇

の

国民年金事務は、日本

取

年金機構松戸年金事務

組

所と連携を図り、制度

結

の
る問い合わせなどに

果

ついて、松戸年金事務

　

所と連携を図りながら

　

丁寧な対応に努めます

分

。 周知や加入促進に努

野

めた。
　さらに、消費

別

税率引き上げに伴う年

基

金生活者支援給付金の

本

支給に向け適切に対応

計

していきます。

３．課

画

の目標を達成する上で

の

の課題と対応（人員の

目

配置、組織のあり方な

標

ど）

◎国民健康保険事

を

業は、一人当たりの医

考

療費等の増加傾向が続

慮

いている。健全な事業

し

運営を図るためには、

て

資格チェ
ック、レセプ

、

ト点検の強化、特定健

部

診等の受診率向上など

の

医療費の適正化に努め

目

るとともに、国民健康

標

保険の広域化
やマイナ

を

ンバーにおける情報連

達

携にも確実に対応して

成

いきます。また、引き

す

続き窓口業務等の委託

る

による民間活力を
活か

た

して、執行体制の強化

め

を図っていきます。

４

の

．原因分析・改善策

（

方

課長） （部長）
国民健

針

康保険の被保険者の多

を

くは、年齢構成が高く

記

、所得については低い

入

傾向がある。また、医

)

国民健康保険や後期高

◎

齢者医療制度は、被用

第

者保険（医療保険）と

三

異なり、所得の少ない

次

方や高
療技術のや高齢

基

化の進展から一人当た

本

りの医療費は年々高く

計

なっている。被保険者

画

が必要な医療 齢者が多

の

く、構造的に脆弱であ

重

る。被保険者が必要な

点

医療を安心して受けら

施

れるよう健全な運営
を

策

安心して、受けられる

「

よう健全な運営を目指

誰

すため、その主たる財

も

源である国民健康保険

が

税や が必要であり、そ

生

の財源を確実に確保し

涯

ていくことが重要であ

を

る。
後期高齢者医療保

と

険料の収納率の向上を

お

図るとともに、データ

し

ヘルス計画に基づいた

て

各種事業を
着実に実施

、

し、被保険者の健康寿

健

命の延伸を目指した上

康

で医療費の適正化を図

で

る必要がある。

５．課

自

の目標を達成するため

立

に取り組む事務事業

事

し

務事業名（個別事業）

た

重プ 施策 指標 単位 現況

生

値 目標値 実績値 達成率

活

(％) 評価該当 コード

を

1 国民年金加入促進及

安

び納付奨励 重無 340

心

03 国民年金加入者の

し

納付率 % 70.2 70

て

.3 75.3 107.

お

11 現状

2 保険給付事

く

業 重無 34002 一人

れ

あたりの医療費の上昇

る

率を抑制する ％ 102

ま

.69 100 99.9

ち

2 100.08 現状

3

づ

国保運営協議会 重無 3

く

4002 運営協議会の

り

開催実績 回 3 4 2 50

」

現状

4 被保険者証・受

を

給者証の交付更新 重無

推

34002 資格証明書

進

及び短期保険証発行/

「

被保険者世帯数 ％ 0.

誰

38 0.35 3.3 1

も

0.61 現状

5 国保保

が

健事業 重無 34002

生

短期人間ドック受診者

涯

数 人 960 1,040

を

1,056 101.5

と

4 現状

6 国保税の収納

お

重無 34002 国保税

し

収納率（現年度分）　

て

収納額／調定額 % 92

、

.78 94 92.78

健

98.7 現状

7 国保税

康

の啓発 重無 34002

で

口座振替利用率（口座

自

振替利用者数/納税義

立

務者数） ％ 37.97

し

38.4 37.97 9

た

8.88 現状

8 国保税

生

の賦課 重無 34002

活

申告済世帯率（申告済

を

世帯数／加入世帯数）

安

% 96.4 96.4 9

心

6.4 100 現状

9 特

し

定健診・特定保健指導

て

重無 34002 特定健

お

診受診率 % 36 39 3

く

3.2 85.13 現状

れ

10 国保税の滞納整理

る

重無 34002 国民健

ま

康保険税の滞納繰越分

ち

徴収率（収入累計額÷

す

調定累計額） ％ 19.

る

43 16 19.43 1

た

21.44 現状

め、第５次健康福祉総合計画及び各部門の計画に基づき、施策や事業に取り組みます。 づくり」を実現するため、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度事
〇健康・医療施策は、生涯を健康に過ごすために、健康づくり・食育・歯と口腔の各種計画を統合した「第２次心も 業、国民年金事務を着実に実行しました。
身体も健康プラン」に基づく各種事業を推進します。特に、病気の原因となる危険因子の一次予防を重要な取組とし また、大きな制度改正から２年目となった国民健康保険の広域化におい
て位置付け、「自ら取り組む、みんなで続ける健康づくり」を基本理念とし、健康寿命を延ばすことができる支援事 ては、制度の移行後においても問題なく円滑な運営が図られました。
業を推進します。医療施策については、いつでも身近に医療を受けられる体制の整備充実に向けて引き続き取り組み
ます。
〇障害者施策は、障害者が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活ができるように、第２期障害者プラン（「障害
者計画」・「第５期障害福祉計画」）に基づく事業を推進します。特に、ＮＰＯ法人や社会福祉法人等の関係機関と
連携し、障害者の日中活動の場及び生活の場の拡充に向けた取り組みを推進するとともに、相談支援体制の充実を図
ります。さらに、障害者の成年後見制度利用促進に向けた取り組みを行い、権利擁護事業の推進を図ります。
〇高齢者施策は、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる
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11 後期高齢者



ります。さらに、障害者の成年後見制度利用促進に向けた取り組みを行い、権利擁護事業の推進を図ります。
〇高齢者施策は、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、「第７期介護保険事業計画・第８次高
齢者保健福祉計画」に基づく事業を推進します。また、高齢者がその有する能力に応じて自立した生活を営むことが
できるよう、在宅医療と介護の連携推進、介護予防の推進、認知症施策の推進、健康寿命延伸施策を推進するととも
に日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケア」体制の構築をさらに推進します。

部の運営方針に対する部全体の総合評価
〇国民健康保険事業は、被保険者が必要な医療を安心して受けられるように健全運営を目指し、保険税収納率の向上
に取り組むとともに医療費の適正化に努めます。特に、第２期データヘルス計画に基づいた保健事業を推進し、被保 第５次健康福祉総合計画の計画期間が平成３１年度で終了することから
険者の健康増進に努めます。また、国民健康保険の広域化においては、県も保険者となったことから、県と連携し円 「地域がつながりみんなで「考え」互いに「支え合い」誰もが「受けと
滑な運用が図れるよう対応します。 められる」まちづくりを新たに基本理念に加
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点施策「誰もが生涯をとおして、健康で自立した生活を安心しておくれるまちづくり」を推進 　障害者が住み慣れた地域で自立した生活ができるように、障害者の就
するため、第５次健康福祉総合計画及び各部門の計画に基づき、施策や事業に取り組みます。 労支援を行ってきました。
〇健康・医療施策は、生涯を健康に過ごすために、健康づくり・食育・歯と口腔の各種計画を統合した「第２次心も 　就労支援センターが中核となり、就労移行支援事業所などの福祉施設
身体も健康プラン」に基づく各種事業を推進します。特に、病気の原因となる危険因子の一次予防を重要な取組とし やハローワーク、特別支援学校、相談支援事業所等と連携を強化し、ネ
て位置付け、「自ら取り組む、みんなで続ける健康づくり」を基本理念とし、健康寿命を延ばすことができる支援事 ットワークによる支援体制を構築し、相談の受付から就職後のフォロー
業を推進します。医療施策については、いつでも身近に医療を受けられる体制の整備充実に向けて引き続き取り組み アップまで一貫した支援を行ってきました。
ます。 　今後も福祉的就労から一般就労への移行を促進するとともに、一般就
〇障害者施策は、障害者が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活ができるように、第２期障害者プラン（「障害 労に移行した人が職場に長期に定着できるよう継続して支援していきま
者計画」・「第５期障害福祉計画」）に基づく事業を推進します。特に、ＮＰＯ法人や社会福祉法人等の関係機関と す。
連携し、障害者の日中活動の場及び生活の場の拡充に向けた取り組みを推進するとともに、相談支援体制の充実を図


